
（提出用）

施設予約サービス 利用者登録申請書［札幌市］

　私ならびに私の所属する団体のメンバーは、「札幌市公共施設予約情報システ

ム利用約款」に同意のうえ、下記のとおり申請いたします。

　※２枚目（本人控）は切り離して１枚目（提出用）のみ送付してください。

太線内の全ての項目をご記入ください。

登録区分が団体の場合は、代表者についてご記入ください。

（1）申 請 日 　　　　  年　　  月　　   日

（2）申請種別
新規・変更・更新・

再発行・削除

（3）登録者番号

申請種別が「新規」のときは空欄にしてください。

（4）登 録 区 分 1. 個人  2. 団体
（5）パスワード

電話（音声対応）でサービスをご利用になる方は、0～9 の数字で 6桁以上 16 桁以下の組合せとしてください。

（6）登録者種別
（該当する項目を１つ選択）

１．小中学生　　　　 ２．高校生　　　　 ３．大学生　　　　 ４．勤労者　　　　 ５．未就労者

６．高齢者 （６５才以上）　　　　　 ７．その他

利
用
者
（
代
表
者
）
情
報

フリガナ

氏　　名
姓　　　　　　　　　　　　　　　名

（8）登録者番号

団体代表者が既に登録番号をお持ちの場合のみ

　  （9）　住　　所

〒 

　 （10）　生年月日 明治・大正・昭和・平成　　　　 年　　　月　　　日
※団体登録の場合は、未成年者が代表者に

　なることはできません。

　 （11）　自宅 TEL
（ある方のみ） （　　　）　　 －

　（12）　自宅 FAX
（ある方のみ） （　　　）　　 －

　 （13）　携帯電話番号
（ある方のみ） 　　　　　  －　　　　 －

　（14）　連絡先 TEL
（勤務先等） （　　　）　　 －

　 （15）　メールアドレス
（携帯電話可｡ある方のみ）

メールアドレスを登録すると、施設利用申込みの抽選に当選した場合に、当選通知のメールを受け取ることができます。

当選通知のメールは抽選日の午前８時以降に自動的に配信されますので、あらかじめご了承ください。

保
護
者

 　 (16)　 氏　　名
　（17）　続　　柄

登録区分が団体の場合は、以下の太枠内の全ての項目についてもご記入ください。

団
　
体
　
情
　
報

    （18）　    企業

（企業の場合はチェック）

フリガナ

団体（サークル）名

　

　　（20）　団体種別

団体種別の記載例：　スポーツ、合唱、演劇、器楽、舞踊、町内会、政治団体、宗教団体　など

　　（21）　団体人数

大　人 小　人

男　性 女　性 男　性 女　性

    名     名     名  　　 名　

副

責

任

者

情

報

フリガナ

氏　　名
姓　　　　　　　　　　　　　　　　　　   名

(23)登録者番号

副責任者が既に登録者番号をお持ちの場合のみ

　　（24）　住　　所

〒

　　（25）　生年月日 明治・大正・昭和・平成　　　　 年　　　月　　　日

　　（26）　自宅 TEL
（ある方のみ）

（　　　）　　－
　　（27）　自宅 FAX

（ある方のみ）
（　　　）　　 －

　　（28）　携帯電話番号
（ある方のみ） 　　　　  －　　　　  －

　　（29）連絡先 TEL
（勤務先等）

（　　　）　　 －

　　（30）　メールアドレス
（携帯電話可｡ある方のみ）

　　（31）　連絡先区分
施設利用申込後に、施設都合により利用の中止または利用時間変更になる場合があります。

その場合は代表者に連絡しますが、左欄にチェックを入れると連絡先が副責任者になります。

また、利用者登録カード等の送付先も副責任者あてになります。

※登録していただいた個人情報は、当システムに関する業務及び当システムを利用しての施設の使用に関する業務のみに使用いた

します。

(7)

(19)

(22)



札幌市公共施設予約情報システム利用約款

（約款の適用）

第１条　札幌市公共施設予約情報システム※（以下「システム」
という。）は、札幌市のスポーツ施設、学校開放施設及びコ
ミュニティ施設の空き状況の確認や利用申請ができるシステ
ムです。システムの利用者はこの約款に従ってご利用いただ
く必要があります。

※当システムは、株式会社HARPの提供する「HARP施設予
約サービス」を使用しています。

（利用者登録）

第２条　システムにおいて、本約款を承知のうえ所定の利用
者登録申請の手続きをされ、札幌市が適当と認めた方を利用
登録者（以下「登録者」という。）とします。

２　登録者の区分は、個人登録者及び団体登録者とします。

（1）個人登録者は学校開放（スポーツ利用）以外の施設を利
用する方を対象とし、高校生以上の方が登録できます。

（2）団体登録者は成人の方を含む複数のメンバーで構成され
る団体の代表者（成人）の方が登録できます。ただし、学校
開放（スポーツ利用）を利用できる団体は、10名以上のメン
バーで構成される団体とします。

（個人情報の取り扱い）

第３条　登録者から提供された個人情報は、札幌市個人情報
保護条例等に基づき取り扱います。

（利用者登録カードの発行と取り扱い）

第４条　札幌市は、登録者に利用者登録番号（以下「登録者
番号」という。）を印字した、利用者登録カード（以下「カード」
という。）を発行します。

２　カードは、システムに利用者登録された方しか使用でき
ません。

３　登録者は、カードを善良なる管理者の注意をもって使用
し、管理しなければなりません。

４　登録者は、他人にカードを譲渡、貸与することができま
せん。

５　カードの使用、管理に際して登録者が前 3項に違反した
場合において、その違反によりカードが不正に利用されたと
きは、登録者が使用料等の支払いの責を負うものとします。

６　利用者登録申請の内容に不備があった場合、カードを発
行できない場合があります。

（登録日と登録の有効期限）

第５条　利用者登録申請され、札幌市が登録者と認めた日を
登録日とします。

２　有効期間は登録日から1年間です。有効期限の1ヵ月前
から有効期限までに更新手続きを行うことにより、更新がで
きます。更新した場合、カードはそのまま利用することがで
きます。

更新せずに有効期限が過ぎた場合は、利用者登録は効力を失
う場合があります。

（利用者登録番号）

第６条　システムでは、登録者全員に異なる登録者番号を設
定します。

２　札幌市は、カードに印字された登録者番号を、所定の方
法により登録します。

（パスワード）

第７条　札幌市は登録者の届出のあったパスワードを所定の
方法により登録します。

２　登録者は、パスワードを他人に知られないよう善良なる
管理者の注意をもって管理しなければなりません。

３　利用申請の際に入力された登録者番号及びパスワードが、
登録された登録者番号及びパスワードと一致することを確認
してシステムが使用された場合、パスワードにつき盗用その
他事故があっても、登録者が施設の使用料等の支払いの責を
負うものとします。

（施設の利用申請等）

第８条　システムにおいて、登録者はインターネット（携帯
電話を含む）及び電話を使って登録者番号、パスワードを入
力することにより次のサービスを受けることができます。

(1)　抽選申込み

(2)　抽選結果の確認

(3)　当選分の利用申請※

(4)　空き施設の利用申請※

(5)　当選結果のお知らせ（メールでの通知はメールアドレス
を登録された方のみ）

(6)　過去の利用履歴の閲覧

※コミュニティ施設の場合は、利用申請の予約になります。

２　前項の手続きは所定の期間に行う必要があります。

３　前1項の(1)及び(4)の手続きは、所定の回数制限に従う
ものとします。

（施設利用の遵守）

第９条　施設の利用にあたっては、当該施設に定められた関
係条例、規則その他の定めに従い、定められた目的以外に使
用してはいけません。

（施設の使用料等の支払い）

第10条　システムで利用申請した施設の使用料等は、使用す
る施設の窓口もしくは所定の窓口及び手続きにて支払うもの
とします。なお、支払方法は、利用を確定したときに、シス
テム上で選択をします。

２　前項の手続きにより施設の使用料等が所定の期日までに
支払われなかった場合、施設の利用ができないことがありま
す。

（領収書等の発行）

第11条　前条第1項により施設の使用料等が支払われた場合、
施設領収書または納入通知書兼領収書及び利用明細書を発行
します。

（施設使用料等の還付）

第12条　登録者は、雨天等で利用申請した屋外施設が利用で
きなかった場合や、天災等止むを得ない事情により利用申請
した施設を利用できなかった場合、当該施設の窓口へ還付申
請書を提出することにより、支払われている施設の使用料等
の還付を受けることができます。ただし、所定の期日を過ぎ
た場合もしくは登録者の都合による場合は、還付を受けるこ
とはできません。

（カードの紛失、盗難）

第13条　登録者は、カードの紛失、盗難にあった場合、直ち
に札幌市公共施設予約カード発行センター（以下「カード発
行センター」という。）へ届け出てください。

２　前項の届出までに他人にカードを使用された場合、その
施設の使用料等は登録者が支払いの責を負うものとします。

（カードの再発行）

第14条　カードの破損等により再発行が必要な場合、登録者
はカード発行センターへ所定の届出を行うものとします。

（利用の一時停止）

第15条　登録者が施設の使用料等を滞納している場合、登録
が本約款に違反した場合、その他必要な場合には、第 8 条
のサービス利用を一時的に停止することができるものとし
ます。

（届出事項の変更）

第16条　登録者は、氏名、住所、電話番号等に変更が生じた
場合、遅滞なくシステム画面または所定の届出用紙により
カード発行センターに届け出るものとします。

２　前項の届出がないために、札幌市、施設の指定管理者、
札幌市が学校開放事業を委託する団体及び札幌市が施設の
管理運営を委託または許可する団体からの通知または送付
書類その他のものが延着し、もしくは到着しなかった場合
には、通常到着すべきときに登録者に到着したものとみな
します。

（登録の取り消し）

第17条　登録者が次のいずれかに該当した場合には、登録を
取り消すことがあります。取り消された場合には、登録者は
カードを直ちに返還するとともに、債務の全額を支払わなけ
ればなりません。

（1）虚偽の申請をした場合

（2）本約款のいずれかに違反した場合

（3）施設の使用料等の支払いを怠った場合

（4）登録者が所定の登録者情報削除の手続きを行った場合

（5）住所変更の届けを怠るなど、登録者の責に帰すべき事由
により登録者の所在が不明と判明した場合

（6）前各号に掲げるもののほか、札幌市が登録者として不適
格と認める事由が判明した場合

（登録者の字体）

第18条　申し込みされた登録申請書の記入字体が、システム
において処理困難である場合には、類似する標準字体で登録
するものとします。

２　前項により標準字体で登録した場合には、システムで表
示する字体、並びに郵便物等の字体は標準字体となります。

（システム運用の停止）

第19条　システムは、良好な運用を維持するために、運用を
一時停止し、保守点検を行うことがあります。

（約款の変更、承認）

第20条　本約款の変更については、札幌市から変更事項もし
くは新約款を通知または送付した後に、登録者が利用申請を
したときは、変更事項または新約款を承認したものとみなし
ます。


